
沼ノ端クリーンセンター空気圧縮機整備 

業務委託仕様書 

（目  的） 

第１条 本仕様書は、苫小牧市（以下「委託者」という。）が沼ノ端クリーンセンター空気圧

縮機整備に関する委託の仕様を定めることを目的とする。 

（業務の履行） 

第２条 業務受託者（以下「受託者」という。）は、業務を円滑に遂行するとともに各設備の

機能を十分に発揮できるように契約書及び本仕様書等に従い、業務を誠実に完全に履

行するものとする。 

（対象装置） 

第３条 整備の対象装置は以下のとおりとする。 

  １ 雑用空気圧縮機（㈱神戸製鋼所製 ALE132WⅢ）   ２基 

  ２ 計装用空気圧縮機（㈱神戸製鋼所製 FE370WⅢ-5M） １基 

（業務の内容） 

第４条 委託者が、受託者に委託する業務内容は、別紙１のとおりとする。 

（業務の条件） 

第５条 委託者が、受託者に委託する整備の条件については、次のとおりとする。 

  １ 業務期間中は、作業場周辺床板等をベニヤ板・ビニールシートにて汚損防止養生を 

行う。 

但し、万一損傷、汚損が生じた場合は、受託者の負担で速やかに復旧するものとす 

る。 

２ 機材、工具類保管場所は作業期間中に限って委託者の無償貸与する指定の場所とす 

る。 

３ 業務完了後１年以内に明らかに受託者の整備、調整不良及び材料の欠陥による故障、 

破損が生じた場合は速やかに再調整、再整備又は取替えを無償で実施するものとする。 

    但し、委託者の運転上の誤操作及び天災等の不測の事故に起因する場合はその責任 

を免除する。 

４ 受託者は、業務上の問題が生じたときは、直ちに委託者に報告しなければならない。 

５ 業務作業に必要な動力電源、電気、水、圧縮空気、蒸気は委託者より支給する。 

６ 業務に必要な交換部品や雑材消耗品は一部を除き受託者の負担とする。又、特に指

定しない場合の使用材料・部品等は、ＪＩＳ規格品相当品を採用するものとする。 



７ 業務の実施時期及び詳細工程は委託者、受託者協議のうえ決定するものとする。 

（法令、条例の遵守） 

第６条 委託者、受託者は本契約の履行にあたり次の事項を遵守する。 

  １ 労働基準法、労働安全衛生法、その他関連法令に定める事項 

  ２ 委託者が定める条例諸規則 

（提出書類） 

第７条 受託者は、委託者に別紙２の書類を提出するものとする。 

（環境への配慮） 

第８条 受託者は、2050 年ゼロカーボンシティ実現のため、次の取組に努めること。 

（１）苫小牧市役所エコオフィスプランに基づく取組を推進すること。 

（２）環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄に当

たっては資源の有効活用や適正処理を図ること。 

（３）省エネルギー活動に関する取組を推進すること。 

（４）廃棄物の減量・リサイクルに関する取組を推進すること。 

（その他） 

第９条 委託者が他に発注する整備委託業者と施工上関連するものは、調整を十分行い安全 

管理を徹底すること。 

第 10 条 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者及び受託者が協議し定 

めるものとする。 



（別紙１）

[１] 対象装置 

１．雑用空気圧縮機 　 ２基

２．計装用空気圧縮機　１基

　※№2計装用及び№1,2飛灰搬送用空気圧縮機は本整備の対象外とする。

[２] 内容

１．整備前の圧縮機データの取得及び各部整備

　（１）№１・№２雑用空気圧縮機　（３年整備）

　　　ア　メインモータ・ファン・ポンプ関係

　　　　モータ　　　　　　　　　　　　：漏れ点検、異音点検

　　　　オイルポンプ　　　　　　　　　：分解清掃、オイルシール・Oリング・トメワ交換

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※整備後の動作確認を含む

　　　イ　フィルタ関係

　　　　吸込フィルタ　　　　　　　　　：エレメント交換

　　　　オイルフィルタ　　　　　　　　：カートリッジ交換

　　　　エグゾーストクリーナ　　　　　：エレメント交換

　　　　Ｙ型ストレーナ　　　　　　　　:点検清掃、パッキン交換

　　　　ダストフィルタ　　　　　　　　：清掃

　　　ウ　圧縮機本体

　　　　１段・２段圧縮機本体　　　　　：ダイヤフラム、フレキチューブ交換

　　　エ　弁関係

　　　　吸気調節弁　　　　　　　　　　：分解整備、ダイヤフラム、スライダ交換

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※整備後の動作確認を含む

　　　　油圧調整弁　　　　　　　　　　：設定確認

　　　　ドレン電磁弁　　　　　　　　　：２方電磁弁交換

　　　　３方電磁弁　　　　　　　　　　：交換

　　　　吐出サイレンサ　　　　　　　　：逆止弁、ガスケット交換

　　　　シャトル弁　　　　　　　　　　：交換

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※それぞれ交換後の動作確認を含む

　　　オ　電気関係

　　　　コントローラ　　　　　　　　　：設定値確認

　　　カ　クーラ関係

　　　　オイルクーラ　　　　　　　　　：分解清掃及びOリング交換、給油温度確認

　　　　インタクーラ　　　　　　　　　：化学洗浄及び消耗品交換

　　　　アフタクーラ　　　　　　　　　：化学洗浄及び消耗品交換

　　　キ　その他

　　　　吸込ダクト　　　　　　　　　　：ホース交換

　　　　空気配管　　　　　　　　　　　：各部ガスケット及びOリング交換

整備業務内容
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　　　　潤滑油配管　　　　　　　　　　：1段及び2段油戻り管、Oリング交換

　　　　冷却水配管　　　　　　　　　　：ゴムホース交換

　　　　潤滑油　　　　　　　　　　　　：油交換、油面確認

　　　　※潤滑油は支給品とする。

　　　　冷却水　　　　　　　　　　　　：水圧確認

　（２）№１計装用空気圧縮機　（６年整備）

　　　ア　メインモータ・ファン・ポンプ関係

  　 〈メインモーター〉

　　　　オイルシール　　　　　　　　　：交換

　　　　モータ軸受（負荷側、反負荷側）：交換

　　　　シール付座金　　　　　　　　　：交換

　　　　ハウジング用Oリング　 　　　　：交換

        オイルシール部カラー　　　　  ：交換

　　　　Vリング　　　　　　　　　　　 ：交換

　　　　絶縁点検

　　　イ　圧縮機本体

　　　　1段・2段本体　　　　　　　　　：交換

　　　　　※パッキン・ガスケット、シュパンリング、ロックナット含む

　　　ウ　フィルタ関係

　　　　Ｙ形ストレーナ　　　　　　　　：点検清掃

　　　　吸込フィルタ　　　　　　　　　：エレメント交換

　　　　オイルフィルタ　　　　　　　　：カートリッジ交換

　　　　ダストフィルタ　　　　　　　　：交換

　　　　エグゾーストクリーナ　　　　　：エレメント交換

　　　エ　電気関係

　　　　コントローラ　　　　　　　　　：表示確認

　　　　圧力センサ　　　　　　　　　　：表示確認、交換

　　　　計装・リレー・電気品　　　　　：点検

　　　オ　弁関係

　　　　吸気調整弁　　　　　　　　　　：交換

　　　　（ダイヤフラム、スライダ、子弁、弁座、主弁、ドライベアリング、座金）

　　　　ドレン電磁弁　　　　　　　　　：動作確認

　　　　３方電磁弁　　　　　　　　　　：動作確認

　　　　吐出サイレンサ　　　　　　　　：逆止弁、ガスケット交換

　　　　ドレン配管逆止弁　　　　　　　：交換

　　　　シャトル弁　　　　　　　　　　：交換

　　　オ　クーラ関係

　　　　インタークーラ・アフタクーラ　：クーラ本体清掃及びパッキン・Oリング交換

　　　　オイルクーラ　　　　　　　　　：クーラ本体清掃及びパッキン交換

　　　カ　その他
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　　　　A/Cドレン分離器　　　　　　 　：インナーパーツ交換

　　　　放風サイレンサ　　　　　　　　：交換

　　　　潤滑油　　　　　　　　　　　　：油交換、油面確認

２．整備後の試運転及び各種データの取得
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（別紙 2） 

提出書類名 提出期限 部数 備  考 

１ 

業務処理責任者指定通知書 

業務日程表 

再委託承諾申請書 
実際の施工開

始日までに 

１ 

１ 

１ 

２ 業務計画書 １ 
施工要領・手順書、組織表連

絡体制図など 

３ 業務打ち合わせ記録簿 

その都度 

１ 委託者が指示した時 

４ 業務予定表 １  

５ 業務日誌 １  

６ 

業務報告書 

業務完了時 

１  
1)報告書 

2)記録写真及び完成写真 

７ 業務完了届 １  



雑用空気圧縮機



雑用空気圧縮機



雑用空気圧縮機



飛灰搬送用空気圧縮機
計装用空気圧縮機



飛灰搬送用空気圧縮機
計装用空気圧縮機



飛灰搬送用空気圧縮機
計装用空気圧縮機



飛灰搬送用空気圧縮機
計装用空気圧縮機


